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第１章 基本的事項 

 

１ 計画の趣旨 

  県では、平成２８年３月に「鳥取県アルコール健康障害対策推進計画」（以下、「県計画」

という。）を策定し、アルコール依存症をはじめとした心身の健康障害（以下、「アルコ

ール健康障害（依存症等）」という。）に対して、５か年にわたり対策を推進してきまし

たが、この間に、「ギャンブル等依存症対策基本法」が平成３０年１０月に施行され、ま

た、ギャンブル等への依存問題に関する自助グループが活動を開始し、アルコール、薬

物等の自助グループ等と連携した取組を始めるなど、関係団体の活動の輪も広がりを見

せています。こうした状況を踏まえ、新たに薬物やギャンブル等への依存に関する対策や

多重依存（以下、「クロスアディクション」という。）の問題への対応を加えた計画として

改定することとしました。 

  アルコール（酒類）に関しては、その伝統と文化が私たちの生活に深く浸透し、生活

に潤いと豊かさを与えるものとなっていますが、同時に不適切な飲酒（多量の飲酒、未

成年者の飲酒、妊産婦の飲酒等）は私たちの心身にアルコール健康障害（依存症等）を

もたらすだけでなく、その家族や社会に対して深刻な影響や重大な問題を生じさせる危

険性が高く、社会全体で更なる対策を講じることが必要となっています。このような背

景のもと、平成２６年６月には「アルコール健康障害対策基本法」が施行され、県では、

全国に先駆けて県計画を策定し、アルコール健康障害（依存症等）の治療及び相談支援

体制の強化並びに発生予防（１次予防）、進行予防（２次予防）、再発予防（３次予防）

の各段階に応じたアルコール健康障害対策に取り組んできました。 

  また、県では、薬物の摂取による健康及び安全に対する被害の発生を未然に防止する

ため、平成２５年３月に「鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例」を制定し、当該条例

に基づき、平成２６年３月に「鳥取県薬物濫用対策推進計画」を策定し、関係機関・団

体と連携して薬物乱用防止についての総合的な教育・啓発活動、指導・取締や薬物の乱

用を繰り返すことにより心身に健康障害（以下、「薬物依存症」という。）を生じた方へ

の相談支援等に取り組んできました。 

  他方、公営競技やぱちんこ等の射幸行為についても、これらにのめり込むことにより

日常生活又は社会生活に支障が生じている状態（以下、「ギャンブル等依存症」という。）

となることで、その家族や社会に対して深刻な影響や重大な問題を生じさせる危険性が

高いとして、その対策の強化が求められているところです。 

  アルコール健康障害（依存症等）、薬物依存症及びギャンブル等依存症（以下、「アル

コール健康障害・各種依存症」という。）に苦しむ方は、自身が病気であるという認識を

持ちにくく、また、適切な治療や支援により自身の病気と正しく向き合いながら社会的

な回復（以下、「回復」という。）を維持していくことが可能であると十分に理解されて

いないため、その多くが必要な治療や支援を受けられないでいるのが現状です。 

  アルコール健康障害・各種依存症は病気として共通する部分が多く、また、各依存症

からの回復の過程でクロスアディクションの問題を生じることがあることから、これま

でのアルコール健康障害対策における取組の成果を活かし、相互に有機的な連携を図り

ながら総合的に対策を推進していくことが必要となります。 

今後は、この計画に基づき、県は行政機関、教育機関、医療機関、関係事業者、福祉

機関、民間団体等と連携を図り、アルコール健康障害・各種依存症に係る対策を計画的

に推進し、県民がこれらの問題に悩み苦しむことなく、健康で安心して暮らせる社会の

実現を目指します。 
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２ 計画の位置付け 

  この計画は、アルコール健康障害対策基本法第１４条第１項に基づく都道府県アルコ

ール健康障害対策推進計画、ギャンブル等依存症対策基本法第１３条第１項に基づく都

道府県ギャンブル等依存症対策推進計画及び依存症対策総合支援事業実施要綱（平成

２９年６月１３日障発０６１３第２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）

３（１）③に基づく薬物依存症に関する地域支援計画として策定します。 

 

３ 計画期間 

  この計画の期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 

 

４ 基本的な考え方 

  アルコール健康障害・各種依存症について、本県の現状やそれぞれの依存症の特性等

を踏まえ、発生予防（１次予防）、進行予防（２次予防）、再発予防（３次予防）の各段

階に応じた取組を行うこととし、その実施にあたっては、アルコール健康障害・各種依

存症の方又はその疑いがある方及びその家族等が安心して日常生活及び社会生活を営むこ

とができるよう、これらの問題に関連する施策と有機的な連携を図りつつ取組を推進します。 

  また、毎年度、鳥取県精神保健福祉医療協議会でこの計画の進捗状況を確認し、必要

に応じて見直しを行います。 

 

 

第２章 本県の状況 

 

１ アルコール健康障害（依存症等） 

（１）本県におけるアルコール健康障害対策の取組状況 

   本県では、平成２８年３月に全国に先駆けて、「鳥取県アルコール健康障害対策推進

計画」を策定し、この計画に基づき、同年５月に県内の精神科病院（１か所）を「ア

ルコール健康障害支援拠点機関」に指定し、専門的な知見を有する「相談支援コーデ

ィネーター」を配置して、普及啓発、相談対応、専門的治療等を行うことができる体

制を整備するとともに、発生予防（１次予防）、進行予防（２次予防）、再発予防（３

次予防）の各段階に応じたアルコール健康障害対策を実施してきました。 

【各段階に応じた取組状況】 

   ○発生予防（１次予防） 

    ・教育の振興等（小学校、中学校、高校、大学等における普及啓発の強化） 

    ・不適切な飲酒への対策（節度ある適度な飲酒を推進する運動の実施、酒類の適

切な提供と少年補導、不適切な飲酒が招く問題への対策） 

    ・普及啓発（県民向けアルコール健康障害（依存症等）の普及啓発） 

    ・人材の確保等（アルコール健康障害普及啓発相談員の育成） 

    ・調査・研究等の推進（各圏域におけるネットワーク研究会の開催） 

   ○進行予防（２次予防） 

    ・アルコール医療の推進と連携強化（精神科医とかかりつけ医及びかかりつけ薬

局の連携強化） 

    ・健康診断及び保健指導（アルコール健康障害（依存症等）の早期発見・早期介

入、研修及び教育） 
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    ・飲酒運転対策（運転免許更新を活用した早期発見、飲酒運転の根絶に向けた取

組との連携） 

    ・自死対策との連携（自死対策におけるアルコール健康障害対策の推進） 

    ・相談支援の充実（相談機能の強化、各圏域におけるアルコール家族教室等の開催、

アルコール健康障害支援拠点機関による支援、民生委員・保護司等に対する研修） 

    ・民間団体の活動支援（断酒会、鳥取アディクション連絡会、ＡＡ（アルコホー

リクス・アノニマス）等の活動支援） 

    ・人材の確保等及び調査・研究等の推進（再掲） 

   ○再発予防（３次予防） 

    ・社会復帰の支援（アルコール健康障害（依存症等）の方の社会復帰支援） 

    ・アルコール医療の推進と連携強化、相談支援の充実、人材の確保等、民間団体

の活動支援及び調査・研究等の推進（再掲） 

 

（２）飲酒者の状況 

  ア 多量飲酒者の状況 

    本県における多量に飲酒する者（以下、「多量飲酒者」という。）の割合は、男女

ともに増加しています。 

節度ある適度な飲酒量は、1日 2ドリンク（純アルコール 20g、清酒 1合に相当）以下。ただし、女性と
高齢者では、この半分が目安となる。 
清酒 1合（アルコール度数 15％・180ｍｌ）は、ビール中瓶 1本（同 5％、500ｍｌ）、焼酎 0.6 合（同 25％・
約 100ｍｌ）、ワイン 1/4 本（同 14％・約 180ｍｌ）、ウイスキーダブル（同 43％・60ｍｌ）、缶チューハ
イ 1.5 缶（同 5％・約 520ｍｌ）、ストロング系チューハイ 1缶（同 7～9％・約 350ml）にほぼ相当。 

※缶チューハイのアルコール度数は、蒸留酒をベースにしており、アルコール含有率が低い（おおむね 10％
未満）とされ、低いものは 4％以下、高いものでは 10％前後と様々である。缶チューハイの一般的なアル
コール度数は 5～6％程度で、7％を超えるものはストロング系チューハイと呼ばれる。 

【多量飲酒者の状況】                      （単位：％） 

項 目 平成 22 年 平成 28 年 

多量飲酒者の割合 
成人男性 4.3 4.8 

成人女性 0.7 1.3 
出典：県民健康栄養調査及び国民健康・栄養調査（平成 28 年） 

この調査では、次のいずれかに該当する者を多量飲酒者として算出している。 
       ・飲酒日 1日当たりの飲酒量が清酒 5合以上 
       ・飲酒日 1日当たりの飲酒量が清酒 4合以上 5合未満で、飲酒の頻度が週 5日以上 

・飲酒日 1日当たりの飲酒量が清酒 3合以上 4合未満で、飲酒の頻度が毎日 
なお、平成 22 年数値は、県民健康栄養調査（平成 22 年）のデータであり、定義は同じ。 

 

  イ 未成年者及び妊婦の飲酒の状況 

    本県における平成２８年の未成年者の飲酒の割合は、平成２３年と比較すると高

校２年生は減少しているものの、中学２年生は増加しています。 

【未成年者の飲酒の状況】                    （単位：％） 

項 目 区分 性別 平成 23 年 平成 28 年 

未成年者の飲酒の割合 

中学 2年生 
男子 13.1 

17.4 
女子 11.6 

高校 2年生 
男子 27.8 

21.6 
女子 26.8 

出典：鳥取県青少年育成意識調査（平成 28 年度）（月に 1度以上飲酒した者の割合） 
なお、平成 23 年数値は、鳥取県の中高生の喫煙、飲酒行動及び生活習慣に関する実態調査（平成 24 年）
のデータ（30 日間で 1日でも飲酒した者の割合）であり、定義が異なるため参考数値。 
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    また、胎児性アルコール症候群等の胎児への悪影響を及ぼす恐れがある妊婦の飲酒

の割合は減少傾向にありますが、依然として飲酒者が見受けられる状況です。 

【妊婦の飲酒の状況】                      （単位：％） 

項 目 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

妊婦の飲酒の割合 0.8 0.6 0.5 

出典：厚生労働省「健やか親子 21（第 2次）」の指標に基づく調査 

 

  ウ 生活習慣病のリスクを高める飲酒者の状況 

    本県における飲酒者のうち、生活習慣病（がん、高血圧、脳出血、脂質異常症等）

のリスクを高める量を飲酒している者（※）の割合は、男女ともに増加しており、

特に男性でその割合が大きくなっています。 

※生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で 40ｇ（4ド
リンク）以上、女性と高齢者で 20ｇ（2ドリンク）以上の者。 

生活習慣病のリスクを高める飲酒量は、 
男性…ビール中瓶(アルコール度数 5%)2 本、焼酎(同 25%)200ｍｌ、ウイスキー(同 43%)120ｍｌなど 
女性…ビール中瓶 1本、焼酎 100ｍｌ、ウイスキー60ｍｌなど 

【生活習慣病のリスクを高める飲酒者の状況】           （単位：％） 

項 目 平成 22 年 平成 28 年 

生活習慣病のリスクを高める

量の飲酒をしている者の割合 

成人男性 13.3 19.0 

成人女性  7.2  8.0 
出典：県民健康栄養調査及び国民健康・栄養調査（平成 28 年） 

なお、平成 22 年数値は、県民健康栄養調査（平成 22 年）のデータであり、定義は同じ。 
※調査の対象数が少ないため参考数値。 

 

（３）アルコール依存症者等の状況 

  ア アルコール依存症者の状況 

    平成３０年度の厚生労働省の科学研究により、全国のアルコール依存症者は５４万

人と推計されるとの報告がなされました。 

    この結果を本県に置き換えた場合、県内のアルコール依存症者は、約２,４００人

と推計することができます。 

【アルコール依存症者の状況】                 （単位：万人） 

 全 国 鳥取県 

2017年(H29)人口における推計数 2017年(H29)人口における推計数 

男性 女性 合計 男性 女性 合計 

診断基準による

アルコール依存

症（ICD-10（※）） 

41 13 54 0.18 0.06 0.24 

出典：全国数値…厚生労働省科学研究により算出された推計値（調査結果をもとに、平成 29年 10月の人口を用い
て算出） 

鳥取県数値…全国数値に 20 歳以上男女の人口比率を乗じて算出 

※ICD-10 とは、世界保健機関（WHO）による国際疾病分類で、診断基準として使われている。 
※調査の対象数が少ないため参考数値。 

 

  イ アルコール健康障害（依存症等）に係る相談状況 

    本県において、アルコール健康障害（依存症等）に係る相談は、従来、各保健所

及び精神保健福祉センター（以下、「相談拠点機関」という。）において対応してきま
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したが、平成２８年５月に専門の相談支援コーディネーターを配置した「アルコー

ル健康障害支援拠点機関」を鳥取市内に設置し、相談支援体制を強化して以降、相

談件数はそれ以前の３倍近くまで増加しています。 

    一方で、アルコール健康障害支援拠点機関には、令和元年度に９６件（うち１４

件は県外）の相談が寄せられていますが、相談状況を圏域別に見ると、東部圏域か

らの相談が７５件と多数を占め、中部圏域からは５件、西部圏域からは２件と少な

く、特に中部及び西部圏域からの相談が十分につながっていない可能性があると推

測されます。 

 
 

【相談状況の内訳】                      （単位：人、件） 

区 分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

アルコール健康障

害支援拠点機関 
 

( 48) 

 48 

( 71) 

 61 

(109) 

 96 

( 96) 

 73 

鳥取市保健所 
( 19) 

  9 

( 41) 

 10 

( 91) 

 19 

(  93) 

  23 

( 72) 

 23 

中部総合事務所 

福祉保健局 

(  5) 

  5 

(  6) 

  3 

(  5) 

  5 

(  6) 

  4 

( 13) 

  5 

西部総合事務所 

福祉保健局 

( 24) 

  8 

( 99) 

 14 

( 84) 

 14 

( 53) 

  9 

( 36) 

 17 

精神保健福祉セン

ター 

( 54) 

 26 

( 47) 

 22 

( 32) 

 20 

( 30) 

 15 

( 54) 

 12 

合 計 
(102) 

 48 

(241) 

 97 

(283) 

119 

(291) 

147 

(271) 

130 
※ 下段の数値は相談者実数、上段括弧内の数値は延べ相談件数。 

 

人 件 
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【アルコール健康障害支援拠点機関における圏域別相談状況】   （単位：人、件） 

区 分 東 部 中 部 西 部 県 外 合 計 

平成 28 年度 
(32) 

32 

( 6) 

 6 

( 2) 

 2 

( 8) 

 8 

( 48) 

 48 

平成 29 年度 
(65) 

55 

( 2) 

 2 

( 2) 

 2 

( 2) 

 2 

( 71) 

 61 

平成 30 年度 
(82) 

71 

( 9) 

 8 

( 4) 

 4 

(14) 

13 

(109) 

 96 

令和元年度 
(75) 

58 

( 5) 

 4 

( 2) 

 1 

(14) 

10 

( 96) 

 73 
※ 下段の数値は相談者実数、上段括弧内の数値は延べ相談件数。 

 

  ウ アルコール依存症者の受療状況 

    アルコール依存症は精神疾患のため、精神科医療機関での治療が必要となります

が、県内で入院や通院（自立支援医療を利用）により治療を受けている方は、増加

傾向にあるものの、令和元年度の１年間の入院患者数は４７人（実人数）、令和２年

３月末現在の通院患者数（自立支援医療の受給者数）は６８２人（実人数）に止ま

っており、依然として多くの方がアルコール依存症の治療につながっていないと推

測されます。 

 
出典：入院患者数…精神保健福祉資料調査（基準日：毎年 6月 30 日） 
   通院患者数…自立支援医療（精神通院医療）として、医療費自己負担軽減の公的支援を受けている受給者

のうち、「アルコール依存」、「アルコール精神病」等アルコールに関連する病名が診断され
ている者の人数（基準日：毎年 3月 31 日） 

 

２ 薬物依存症 

（１）本県における薬物依存症対策の取組状況 

   本県では、薬物の乱用の防止に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平

成２６年３月に「鳥取県薬物濫用対策推進計画」を策定し、この計画に基づき、県民

への教育、学習及び啓発活動の推進や監視、指導及び取締りの強化、薬物依存症等の

方への相談・支援体制の充実に取り組んできました。 

この取組の一つとして、薬物依存症に関する回復プログラムの実施等を行う鳥取ダ

ルクの活動を支援しているほか、平成３０年４月からは、県内の精神科病院（１か所）

を「薬物依存症支援拠点機関」に指定し、専門的な知見を有する「相談支援コーディ

ネーター」を配置して、普及啓発、相談対応、専門的治療等を行うことができる体制

人 



- 7 - 

を整備してきました。 

 

（２）薬物事犯の検挙状況 

   本県における薬物事犯検挙者は令和元年に３６人となっており、このうち覚醒剤

取締法による検挙者が２２人と約６割を占めています。大麻取締法による検挙者は

平成２７年をピークに減少傾向にありましたが、平成３０年以降再び増加に転じてい

ます。 

 
出典：鳥取県警察本部調べ（各年 12 月末現在） 

 

（３）薬物依存症者の状況 

  ア 薬物を使用する者の状況 

    平成３１年の国立精神・神経医療研究センターの調査によると、いずれかの薬物

使用の生涯経験者人口は２１９万人と推計されています。このうち、使用された薬

物別に見ると、大麻が１６１万人と最も多く、次いで有機溶剤９６万人、覚せい剤

が３５万人の順となっています。 

   この結果を本県に置き換えた場合、県内におけるいずれかの薬物使用の生涯経験

者人口は約９，１００人と推計することができます。 

【薬物使用の生涯経験者の状況】                （単位：万人） 

区 分 
平成 31 年人口における 

全国推計値 

平成 31 年人口における 

鳥取県推計値 

いずれかの薬物 219 0.91 

大麻 161 0.67 

有機溶剤  96 0.40 

覚せい剤  35 0.14 
出典：全国数値…「薬物使用に関する全国住民調査（2019 年）」による薬物使用の生涯経験者人口の推計値 

鳥取県数値…全国数値に 15 歳以上 64 歳以下の人口比率を乗じて算出 

 

  イ 薬物依存症に係る相談状況 

    本県において、薬物依存症に係る相談は、薬物依存症支援拠点機関及び相談拠点

機関において対応しており、令和元年度には全体で５０件の相談がありました。前年

度に比べて増加しましたが、相談件数は少数に止まっています。特に薬物依存症にお

いては、本人のみならず家族も相談をためらう傾向があり、十分に相談につながって

いない可能性があると推測されます。 

人 
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【相談状況の内訳】                      （単位：人、件） 

区 分 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

薬物依存症支援 

拠点機関 
  

(7) 

7 

(11) 

10 

鳥取市保健所 
(0) 

0 

(11) 

5 

(1) 

1 

(36) 

4 

中部総合事務所 

福祉保健局 

(0) 

0 

(0) 

0 

(3) 

1 

(0) 

0 

西部総合事務所 

福祉保健局 

(7) 

1 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

精神保健福祉セン

ター 

(6) 

2 

(14) 

4 

(2) 

2 

(3) 

3 

合 計 
(13) 

3 

(25) 

9 

(13) 

11 

(50) 

17 
※ 下段の数値は相談者実数、上段括弧内の数値は延べ相談件数。 

 

  ウ 薬物依存症者の受療状況 

    薬物依存症は精神疾患のため、精神科医療機関での治療が必要となりますが、県

内で入院や通院（自立支援医療を利用）により薬物依存症の治療を受けている方は、

令和元年度の１年間の入院患者数は６人（実人数）、令和２年３月末現在の通院患者

数（自立支援医療の受給者数）は１１２人（実人数）に止まっています。近年は、

通院者数が増加傾向にありますが、依然として多くの方が薬物依存症の治療につな

がっていないと推測されます。 

人 
件 
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出典：入院患者数…精神保健福祉資料調査（基準日：毎年 6月 30 日） 
   通院患者数…自立支援医療（精神通院医療）として、医療費自己負担軽減の公的支援を受けている受給者

のうち、「薬物依存症」、「薬物中毒性精神病」等薬物に関連する病名が診断されている者の
人数（基準日：毎年 3月 31 日） 

 

３ ギャンブル等依存症 

（１）本県におけるギャンブル等依存症対策の取組状況 

   本県では、県政だより、県政テレビ番組、リーフレット、フォーラムの開催や鳥取

アディクション連絡会による普及啓発活動の支援等により、広く県民に対してギャン

ブル等依存症についての正しい知識の普及や相談窓口、自助グループ等の周知を図っ

てきました。また、精神保健福祉センターにおいてギャンブル等依存症の回復トレー

ニングプログラム（ＳＡＴ－Ｇプログラム）（※）を提供するほか、各保健所において

家族教室等を実施してきました。 
※SAT-Gとは、島根ギャンブル障がい回復トレーニングプログラム（Shimane Addiction recovery Training program 
for Gambling disorder）の略。 

   さらに、令和２年７月からは、新たに県内の精神科病院（１か所）を「ギャンブル

等依存症支援拠点機関」に指定し、専門的な知見を有する「相談支援コーディネータ

ー」を配置して、普及啓発、相談対応、専門的治療等を行うことができる体制を整備

しました。 
 

（２）本県における公営競技及び遊技場の状況 

  ア 公営競技 

    本県においては、競馬、競輪、オートレース及びモーターボート競走の公営競技

場の設置はありませんが、競馬、競輪及びモーターボート競走については、県内に

ある場外投票券発売場において投票券を購入することができます。また、近年はイ

ンターネットや電話での投票の普及により、場所を選ばず投票券を購入することが

できるようになっています。 
 

  イ 遊技場 

    本県には、令和元年１２月末現在で、ぱちんこ・スロットの遊技場店舗が６６か

所設置されています。店舗数、遊技機（ぱちんこ遊技機及び回胴式遊技機）の設置

台数ともに、近年は減少傾向にあります。 

    公営競技とは異なり、ぱちんこ・スロットの遊技をするためには店舗へ足を運ぶ

必要がありますが、店舗が通いやすい場所に設置されているため、身近で利用しや

すい環境にあります。 

人 
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出典：鳥取県警察本部調べ（各年 12 月末現在） 

 

（３）ギャンブル等依存症者の状況 

  ア ギャンブル等依存が疑われる者の状況 

    平成２９年に国立研究開発法人日本医療研究開発機構が実施した「国内のギャン

ブル等依存に関する疫学調査（全国調査結果の中間とりまとめ）」によると、過去１

年以内のギャンブル等の経験等についての評価結果から、ギャンブル等依存が疑わ

れる者の割合は成人の０．８％と推計されています。また、このうち、最もよくお金

を使ったギャンブル等は、ぱちんこ・スロットとなっています。 

    この結果を本県に置き換えた場合、県内の過去１年以内にギャンブル等依存が疑

われる者は約３,１００人、生涯経験では約１３，８００人と推計することができます。 

【ギャンブル等依存が疑われる者の状況】            （単位：万人） 

区 分 
平成 29 年人口に 

おける全国推計値 

平成 29 年人口に 

おける鳥取県推計値 

ギャンブル等依存が疑われる者 

（SOGS（※）5点以上、過去1年以内） 
 71 0.31 

ギャンブル等依存が疑われる者 

（SOGS5 点以上、生涯） 
320 1.38 

出典：全国数値…「国内のギャンブル等依存に関する疫学調査（全国調査結果の中間とりまとめ）」（平成 29 年 9 月
公表）をもとに、住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（2017年）により算出 
鳥取県数値…全国数値に20歳以上74歳以下の人口比率を乗じて算出 

※SOGS（The South Oaks Gambling Screen）は、世界的に最も多く用いられているギャンブル依存の簡易スクリーニ
ングテストである。12 項目（20 点満点）の質問中、その回答から算出した点数が 5 点以上の場合にギャンブル等
依存の疑いありとされる。 

 

  イ ギャンブル等依存症に係る相談状況 

    本県において、ギャンブル等依存症に係る相談は、相談拠点機関において対応し

ており、令和元年度には全体で１６０件の相談がありました。前年度に比べて増加

しましたが、相談件数は少なく、ギャンブル等依存症の方が十分に相談につながっ

ていない可能性があると推測されます。 

店舗 台 
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【ギャンブル等依存症に係る相談状況】            （単位：人、件） 

区 分 平成30年度 令和元年度 

鳥取市保健所 
( 5) 

  5 

( 40) 

 13 

中部総合事務所福祉保健局 
( 1) 

  1 

(  1) 

  1 

西部総合事務所福祉保健局 
( 31) 

  5 

( 44) 

 13 

精神保健福祉センター 
( 94) 

 28 

( 75) 

 36 

合 計 
(131) 

 39 

(160) 

 63 
※ 下段の数値は相談者実数、上段括弧内の数値は延べ相談件数。 

 

  ウ ギャンブル等依存症者の受療状況 

    ギャンブル等依存症は精神疾患のため、精神科医療機関での治療が必要となりま

すが、県内の通院患者数（自立支援医療の受給者の実人数）は近年５人前後で推移

しています。精神科医療機関での治療を受けている人は非常に少なく、依然として

多くの方が治療につながっていないと推測されます。 

 

出典：自立支援医療（精神通院医療）として、医療費自己負担軽減の公的支援を受けている受給者のうち、「病
的賭博」（ギャンブル障害）と診断されている者の人数（基準日：毎年 3月 31 日） 

 

 

第３章 達成目標 

 

１ 達成目標 

  アルコール健康障害・各種依存症の対策の実施にあたり、次のとおり目標を定め、進

捗状況を検証しながら達成に向けて取組を推進します。 

 

人 
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（１）多量飲酒者及び生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の減少 （単位：％） 

項 目 
平成28年度 

現状値 

令和7年度 

目標値 

①多量飲酒者の割合 
成人男性  4.8 3.0 

成人女性  1.3 0.5 

②生活習慣病のリスクを高める

量を飲酒している者の割合 

成人男性 19.0 9.0 

成人女性  8.0 5.0 

 

（２）未成年飲酒者をなくす                      （単位：％） 

項 目 区分 性別 
平成 28 年度 

現状値 

令和7年度 

目標値 

未成年者の飲酒の

割合 

中学 2年生 
男子 

17.4 0 
女子 

高校 2年生 
男子 

21.6 0 
女子 

 

（３）妊娠中の飲酒者をなくす                     （単位：％） 

項 目 
令和元年度 

現状値 

令和7年度 

目標値 

妊婦の飲酒の割合 0.5 0 

 

（４）アルコール健康障害・各種依存症について専門的な医療の提供を行う医療機関（以下、

「専門医療機関」という。）の増加                （単位：箇所） 

項 目 
令和 2年度 

現状値 

令和7年度 

目標値 

専門医療機関の数 1 3（各圏域 1） 

 

（５）アルコール健康障害・各種依存症の相談者数（実人数）の増加    （単位：人） 

項 目 
令和元年度 

現状値 

令和7年度 

目標値 

アルコール健康障害（依存症等） 130 255 

薬物依存症  17 100 

ギャンブル等依存症  63 210 

   ※自助グループ、民間回復支援施設等の民間団体においても相談に対応している。 
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第４章 取組の方向性と具体的な取組内容 

 

１ 取組の方向性 

（１）アルコール健康障害・各種依存症に係る治療及び相談支援体制の充実 

  ○ アルコール健康障害・各種依存症について、一体的に普及啓発、相談対応、専門

的治療等を行う「依存症支援拠点機関」(以下、「支援拠点機関」という。)を設置す

るとともに、相談拠点機関に指定している各保健所及び精神保健福祉センターにお

いて相談対応を行います。また、より身近な地域で適切な治療や回復プログラムの

提供を受けることができるよう、圏域ごとの専門医療機関の選定及び自助グループ

等の民間団体との連携強化を図ります。 

  ○ これまでアルコール健康障害・各種依存症の問題は重症化するまで見逃されるか

放置され、とりわけ薬物依存症は犯罪として司法で対応する場面が多く、ギャンブ

ル等依存症は依存症が進行し多重債務などの金銭問題が大きくなってはじめて事例

化し、治療的関わりが求められることになってきたため、かかりつけ医、かかりつ

け薬局をはじめとする医療、保健、福祉の関係機関・団体等との連携を強化し、ア

ルコール健康障害・各種依存症の早期発見、早期介入の取組を進めます。 

  ○ アルコール健康障害・各種依存症から回復した経験を持つ当事者やその家族等が、

その経験をもとに、これらの問題で現在苦しんでいる当事者や家族等の回復を支援

する体制づくりを進めます。 

 

（２）各段階・各種依存症の特性等に応じたアルコール健康障害・各種依存症対策の実施 

  ○ アルコール健康障害・各種依存症は、「本人の意志の弱さや性格によりなるもので

はなく、誰もがなり得る病気であり、適切な治療や支援により回復が可能」である

といった正しい知識を広く県民に対して普及啓発することで、当事者や家族への偏

見・差別の防止や病気に対する理解促進を図ります。 

  ○ 学校教育、関連施策、自助グループの活動等と連携を図り、各種依存症の特性等

に応じた発生予防（１次予防）、進行予防（２次予防）及び再発予防（３次予防）の

取組を行います。特に、アルコール健康障害（依存症等）については、母子保健事

業、健康診断・保健指導との連携を強化し、発生自体の予防につなげていきます。 

  ○ アルコール健康障害・各種依存症の方を支える中で、その回復が見通せず疲弊し

てしまっている家族が、自らの生活を取り戻し、正しい知識を得て、適切な対応を

行うことができるよう、相談窓口の広報や依存症家族教室等（以下、「家族教室等」

という。）による家族支援の取組を強化します。 

 

（３）クロスアディクション（多重依存）への対応 

  ○ 依存症（アディクション）は、アルコールや薬物、食物といった物質への依存、

ギャンブル等や浪費、暴力といった行動（プロセス）への依存、人間関係への依存

の大きく３つに分類され、相互に関連しています。同時に複数のものに依存する

クロスアディクションは、他の依存症がその人に同時に存在していることを言いま

すが、アルコール依存症、薬物依存症又はギャンブル等依存症からの回復の過程で

別のものへ依存対象が移行することがあります。これらの問題に悩む方が、早期に

それぞれの依存症の特性等に応じた適切な治療や支援を受けられるよう、病気の理

解や自助グループの育成を図るとともに、専門医療機関、自助グループ等の関係機関・

団体が連携した相談支援に取組を広げていきます。 
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【依存症（アディクション）の分類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 具体的な取組内容 

（１）共通の取組 

ア 治療及び相談支援体制の充実 

   ○ 支援拠点機関の設置 

    ・県内の精神科病院を支援拠点機関に指定し、アルコール健康障害・各種依存症

の方に対して専門的な医療を提供します。 

    ・支援拠点機関には、アルコール健康障害・各種依存症について専門的な知見を

有する「相談支援コーディネーター」を配置し、アルコール健康障害・各種依

存症の方やその家族等からの相談に対し、課題解決に向けた情報提供や助

言・提案、関係機関・団体との連絡調整等の支援を行うほか、出前講座、研

修会等を開催して普及啓発や相談支援に携わる医療・保健・福祉関係者等の対応

力の向上を図ります。 

   ○ 支援拠点機関その他の相談窓口の広報強化 

    ・アルコール健康障害・各種依存症の方やその家族等が、早期に支援拠点機関及

び相談拠点機関等の相談機関（相談窓口）につながり、適切な治療や支援を受

けられるよう、各種啓発イベント等の際に周知を図るとともに、県政だより、

新聞、インターネット、リーフレット等の様々な広報媒体を活用して幅広く広

報を行います。 

   ○ 各圏域への専門医療機関の設置 

    ・アルコール健康障害・各種依存症の方に対し、身近な地域で専門的な医療を提

供することができるよう、既に選定している東部圏域に加え、新たに中部及び

西部圏域においても専門医療機関を選定し、医療体制の充実を図ります。 

   ○ 各圏域における専門相談の実施 

    ・各圏域において精神科医等による相談会を定期的に開催し、アルコール健康障

物質依存 

（精神作用物質への依存） 

アルコール、睡眠薬、 

精神安定剤、ニコチン、 

鎮痛剤、覚せい剤、大麻、 

危険ドラッグ、シンナー、 

ブタンガス     など 

プロセス依存 

（行動への依存） 

ギャンブル等（ぱちんこ、 

競馬、競艇等）、買い物、浪費、 

スマートフォン、ゲーム、 

自傷行為、病的窃盗、過食 

    など 

関係依存 

（人間関係の依存） 

親密な人との破壊的関係、 

共依存、ＡＣ（アダルト 

チルドレン）、児童虐待 

など 
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害・各種依存症の方やその家族等からの相談に対応します。 

    ・各圏域において、支援拠点機関及び相談拠点機関等により、潜在的に各種依存

症を有する方等に対応する機会がある治療・支援関係者に対して、各種依存症

の特性を踏まえた介入や支援に関する研修を実施します。 

   ○ 民生委員・保護司等の理解促進 

    ・地域で日常生活や社会生活に関連した問題について相談に応じる機会の多い民

生委員や保護司等に対し、アルコール健康障害・各種依存症の特性、治療や支

援等に関する研修を実施し、アルコール健康障害・各種依存症の方やその家族

等への適切な支援につなげます。 

 

イ 地域連携協力体制の強化 

   ○ 精神科医とかかりつけ医及びかかりつけ薬局の連携強化 

    ・かかりつけ医やかかりつけ薬局において、アルコール健康障害・各種依存症が

疑われる患者に対応する際、早期に発見し、適切な治療・指導等を行うととも

に、個別の状況に応じて精神科医療機関、専門医療機関、支援拠点機関、民間

団体、行政機関等の関係機関と円滑に連携が図られるよう研修を実施します。 

    ・かかりつけ医やかかりつけ薬局から支援拠点機関に相談や患者紹介があった場

合は、適切な助言と介入を行うとともに、必要に応じて専門医療機関の紹介や

入院等の医療の提供を行います。 

   ○ 各圏域におけるネットワーク研究会の開催 

    ・各圏域において開催する医療・保健・福祉・司法関係者、民間団体、行政機関

等によるネットワーク研究会の充実を図り、顔の見える関係を広げていくとと

もに、情報共有、事例検討、それぞれの役割の確認・調整等を行い、相談から

治療、回復に至るまでの切れ目のない連携協力体制を構築します。 

【連携協力体制のイメージ図】 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師会、かかりつけ医・

薬局、精神科医療機関 
回復支援施設等 
（ダルク等） 

自助グループ 

（断酒会、AA、NA、GA 等） 

支援拠点機関 
（相談支援コーディネーターの配置） 

保護観察所、刑務所 

健康保険・消費関係
団体等 

教育機関 

警察・司法機関等 
地域包括支援センター等 

日中活動の場 
（デイケア、事業所等） 

普及啓発相談員の育成・任命 専門相談・家族教室の開催 

ネットワーク研究会の開催 

県・市町村 
（保健所、精神保健福祉センター等） 
 

消防（救急） 
治療・回復プログラムのある 
専門医療機関（圏域ごと） 

かかりつけ医等依存症
対応力向上研修会 
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ウ 普及啓発 

○ 県民向けフォーラムの開催 

    ・広く県民に対して、アルコール健康障害・各種依存症に関する正しい知識の普

及と理解の促進を図るため、フォーラムを開催します。 

○ 相談支援コーディネーターによる出前講座や研修会の開催 

    ・学校、町内会、職場等の身近な場所において、アルコール健康障害・各種依存

症に関する普及啓発を図るため、相談支援コーディネーターを講師として派遣

し、出前講座や研修会を開催します。 

○ アルコール健康障害・各種依存症普及啓発相談員の設置 

    ・アルコール健康障害・各種依存症から回復した当事者や家族、民生委員、保護

司等より「アルコール健康障害・各種依存症普及啓発相談員」（以下、「普及啓

発相談員」という。）を任命し、地域での普及啓発や相談体制の充実を図ります。 

○ リーフレット、ポスター等による啓発 

    ・リーフレット、ポスター、啓発動画のほか、県政だより、新聞、インターネッ

ト等の様々な広報媒体を活用し、各種啓発イベント・啓発週間、成人式、大学

入学式等の様々な機会を捉え、アルコール健康障害・各種依存症に関する正しい

知識の普及啓発を図ります。 

○ 自死対策との連携 

    ・自殺対策強化月間等に行うキャンペーン、ゲートキーパー研修、企業等へのメ

ンタルヘルス出前講座などの自死対策と連携し、アルコール健康障害・各種依

存症が自死の危険因子の一つとなることについて普及啓発を行います。 

 

エ 民間団体の活動支援 

   ○ 自助グループ、民間回復支援施設等による普及啓発、回復支援等の活動の支援 

    ・アルコール健康障害・各種依存症の普及啓発、相談から回復までの支援におい

て重要な役割を果たす自助グループ等の民間団体がその役割に応じた機能を果

たし、活動の輪を広げられるよう、立ち上げ、広報、活動の場の確保、オンライ

ンによるミーティング実施等の活動を支援します。 

    ・アルコール健康障害・各種依存症の方を受け入れ、その回復を支援する民間回

復支援施設の活動を支援します。 

 

オ 家族支援 

   ○ 各圏域における家族教室等の実施 

    ・アルコール健康障害・各種依存症の方の家族等が、自らの生活を取り戻し、正

しい知識を得て、適切な対応を行うことができるよう、各保健所において家族

教室等を行います。また、家族教室等においては、秘密が厳守されることを広

く周知し、身近で安心して利用できる環境を整備します。 

    ・家族教室等の実施にあたっては、相談者の希望に応じ、普及啓発相談員と協働

し、体験談発表、意見交換（ピアカウンセリング）を行うなど、家族支援の強

化を図ります。 

    ・支援拠点機関及び相談拠点機関等への相談や家族教室等の際に、家族へ自助

グループ等の民間団体の取組について情報を提供し、その活用につなげていき

ます。 
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カ 人材の確保等 

   ○ 依存症に関する専門性を持った精神科医、看護師、精神保健福祉士等の育成 

    ・中部及び西部圏域への専門医療機関の設置、さらにアルコール健康障害・各種

依存症を早期に発見し、適切な治療・指導等を行うことができる医療機関の充

実を図るため、国が実施する研修会に精神科医、看護師、精神保健福祉士等を

派遣し、専門性を持った医療従事者の育成を図ります。 

   ○ 医療・保健・福祉関係者等向けの研修会等の開催 

    ・アルコール健康障害・各種依存症の方やその家族等の相談支援に携わる医療・

保健・福祉関係者等が適切な相談対応を行い、早期に適切な治療や支援につな

げることができるよう、依存症治療支援関係者が必要な知識や対応方法等を習

得するための研修会等を開催します。 

    ・各圏域において、アルコール健康障害・各種依存症に関する地域課題や相談対

応の充実等に向けた研修会を開催します。 

   ○ 普及啓発相談員の育成 

    ・アルコール健康障害・各種依存症から回復した当事者や家族、民生委員、保護

司等に対して、支援拠点機関による研修会の開催等により相談対応に係る必要な

知識、対応方法等の習得を図り、普及啓発相談員として育成します。 

    ・普及啓発相談員の相談対応の充実を図るため、支援拠点機関において定期的に

研修会を開催します。 

 

キ 調査・研究等の推進 

   ○ 各圏域におけるネットワーク研究会の開催 

    ・各圏域において開催するネットワーク研究会において、各機関における取組の

情報共有、事例検討等を通じてアルコール健康障害・各種依存症に関する地域課題

等を抽出し、必要に応じて調査を行い、解決に向けた有効な取組等を検討します。 

 

（２）各種依存症の特性等に応じた取組 

ア アルコール健康障害（依存症等） 

  （ア）発生予防（１次予防） 

    ○ 教育の振興等 

     ・小学校高学年、中学校、高校、大学等において飲酒が与える健康への影響等

について、必要に応じて相談支援コーディネーター、普及啓発相談員、民間

団体、学校医・薬剤師等の協力を得ながら保健教育等を通じて理解の促進を

図ります。 

     ・家庭における未成年者の飲酒を防止するため、ＰＴＡ等を通じて未成年者の

飲酒が与える健康への影響等について保護者等への啓発を図ります。 

     ・将来的なアルコール健康障害（依存症等）や飲酒に関連した問題の発生につ

ながるリスクが指摘されるビンジ飲酒、アルコールのエナジードリンク割り

等の危険性について注意喚起を図るため、若年者に対してリーフレットを配

布するなど啓発を図ります。 
※ビンジ飲酒とは、短時間に大量に飲酒すること（2 時間以内に男性で純アルコール 70g 以上、

女性で 56g 以上の飲酒に相当）。急性アルコール中毒、虚血性心疾患、肝疾患などのアルコール
健康障害を引き起こす危険性が指摘されている。 

     ・産業保健総合支援センター、健康保険関係団体等と連携し、企業・団体の職

員に対してリーフレットを配布するなど啓発を図ります。啓発にあたっては、
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習慣的な多量飲酒のみならず、ビンジ飲酒等の危険性についても理解の促進

を図ります。 

     ・飲酒が睡眠に及ぼす影響について、「眠れてますか？睡眠キャンペーン」等

において啓発を行います。 

    ○ 不適切な誘引の防止等 

     ・我が国では、アルコール（酒類）が安く２４時間いつでも身近なところで購

入できる現状があるため、酒類販売店、飲食店、コンビニエンスストア等に

おいて、酒類販売時の年齢確認の徹底、節度ある適度な飲酒や未成年者の飲

酒防止等を呼びかけるポスター掲示等を実施します。 

     ・飲食店、風俗営業管理者等に対し、管理者講習等を通じて、未成年者への酒

類提供の禁止について周知を図るとともに、未成年者への酒類の提供があっ

た場合には、適切に指導・取締りを行います。 

     ・飲酒する少年を発見したときは、当該少年に対して飲酒の中止を促し、補導

や健全育成上必要な助言を行うとともに、保護者等に指導を促します。 

     ・未成年者の飲酒及び不適切な飲酒を原因とする家庭内暴力など様々な生活上

の問題への対策の推進を図ります。 

    ○ 母子保健事業との連携による妊産婦への飲酒防止の啓発・指導 

     ・妊娠中及び産後の飲酒による妊産婦自身や胎児・乳児の心身への悪影響を

防止するため、市町村が行う母子保健事業と連携し、飲酒防止の啓発や指導

を行います。 

    ○ 健康診断及び保健指導による早期発見・指導 

     ・健康診断の問診やγ-GT の数値等からアルコール健康障害（依存症等）とな

るリスクのある飲酒をしていることが疑われる方について、飲酒習慣スクリ

ーニングテスト「ＡＵＤＩＴ」（※）等を活用して飲酒問題の重症度を確認し、

早期に保健指導に関わる従事者等からの助言等の簡易的な介入や相談機関等

につなげていくよう、産業保健総合支援センター、健康保険関係団体等と連携

して取り組みます。 

※AUDIT(Alcohol Use Disorders Identification Test)とは、世界保健機関（WHO）が問題飲酒を早
期に発見する目的で作成したアルコールスクリーニングテストであり、10の質問（40点満点）から
構成される。「標準的な健診・保健指導プログラム（平成 30年度版）」（厚生労働省）によると、8
～14点を酒害教育と節酒指導の対象とし、15点以上を断酒指導と専門医療の対象とすることが一般
的とされる。 

     ・健康診断及び保健指導に関わる従事者が、問診やγ-GT の数値等からアルコ

ール健康障害（依存症等）の疑われる受診者を発見した場合に、ＡＵＤＩＴ

等によりスクリーニングを行い、その評価結果に基づき、必要に応じて減酒

支援や断酒指導を行うことができるよう研修・教育を行います。 

 

  （イ）進行予防（２次予防） 

    ○ 病病・病診連携及び民間団体との連携の強化 

     ・アルコール健康障害（依存症等）の早期発見・早期介入、切れ目のない治療・

支援を実現するため、支援拠点機関及び相談拠点機関等において初期からの

多量飲酒者への簡易介入を行うとともに、アルコール依存症の疑いがある方

に対し、内科、救急等の一般医療、一般の精神科医療機関、専門医療機関に

おいて自助グループ等の民間団体と連携した活動を推進します。 
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    ○ 人材育成 

     ・健康診断及び保健指導に関わる従事者が、アルコール健康障害（依存症等）

の方に対して、多量飲酒者の飲酒量低減などに向けた教育プログラム（「ＨＡ

ＰＰＹプログラム」（※）等）を実施するための研修・教育を行います。 
※HAPPY プログラム（肥前式アルコール関連問題早期介入プログラム）は、主として多量飲酒者の
飲酒量低減とアルコール依存症の疑いのある方を専門医療機関受診につなげることを目指したプ
ログラム。 

    ○ 相談支援 

     ・支援拠点機関及び相談拠点機関において、アルコール健康障害（依存症等）

の方やその家族等からの相談に対応し、各種依存症の特性等に応じた必要な

治療や支援につなげていきます。 

     ・過度の飲酒が自死の危険因子の一つであること、さらに、飲酒の結果、理性

の働きが抑えられること等による暴力との関係、身体運動機能や認知機能が

低下することによる様々な事故との関連も指摘されていることから、暴力・

虐待、酩酊による事故又は自死未遂等をした方のうち、アルコール依存症等

が疑われる方には、支援拠点機関及び相談拠点機関等を中心として地域の関

係機関・団体が連携し、適切な治療や支援につなげていく取組を推進します。 

     ・過度の飲酒と自死・うつとの関連性が指摘されていることを踏まえ、「かかり

つけ医と精神科医との連携マニュアル」（公益社団法人鳥取県医師会作成）の

活用を図り、再度の自死企図の防止等の対策を推進します。 

    ○ 飲酒運転対策 

     ・運転免許更新時に質問票等により、アルコール依存症の疑いがあると認めら

れた場合には、運転適性相談を実施し、結果に応じて医師の診断を求めます。

また、その診断結果を踏まえて、運転免許更新の可否を判断します。 

     ・飲酒運転が理由で運転免許を取り消された方が運転免許を再取得する場合は、

ＡＵＤＩＴ等を活用するなどした飲酒取消講習の受講が義務付けられており、

今後も継続して適切な講習を行うことにより、飲酒運転の再発防止に取り組

みます。また、必要に応じて治療や自助グループ等につなぐ取組を推進します。 

     ・運転免許更新者にアルコール健康障害（依存症等）に関するリーフレットを

配布し、普及啓発を図ります。 

     ・市町村等が行う飲酒運転根絶に向けた取組の中で、アルコール健康障害（依

存症等）の啓発用リーフレットを配布し普及啓発を図ります。 

 

  （ウ）再発予防（３次予防） 

    ○ 支援拠点機関、関係機関・団体との連携による社会復帰支援 

     ・アルコール健康障害（依存症等）の方の生活再建、社会復帰に向けて、支援

拠点機関及び相談拠点機関において助言・提案、連絡調整等を行うとともに、

家族や医療・保健・福祉関係者、民間団体等の関係機関・団体と連携して支

援を行います。 

     ・アルコール健康障害（依存症等）の方の回復を生涯にわたり維持していくため、

自助グループや民間回復支援施設の情報を提供し、その活用につなげていきます。 

 

イ 薬物依存症 

  （ア）発生予防（１次予防） 

    ○ 教育の振興等 

     ・小学校高学年、中学校、高校、大学等において薬物が与える健康への影響等
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について、必要に応じて相談支援コーディネーター、普及啓発相談員、薬物

乱用防止指導員（※）、学校医・薬剤師、警察職員等の協力を得ながら保健教

育、薬物乱用防止教室等を通じて理解の促進を図り、不適切な薬物使用をし

ない判断力を養います。 
※覚せい剤等の薬物乱用による弊害を広く県民に知らせ、健康で明るい社会づくりをするため、県
の委嘱を受けて薬物乱用防止のための啓発活動等を行う者。 

     ・鳥取県ＰＴＡ協議会及び鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会が主催する研修会等を

活用し、保護者や地域住民に対して薬物乱用防止について取り組むよう啓発

を行います。 

     ・青少年の薬物乱用を防止するため、ＰＴＡ等を通じて薬物が与える健康への

影響等について保護者等への啓発を図ります。 

    ○ 薬物乱用防止対策との連携 

     ・鳥取県薬物濫用対策推進計画（平成３１年３月改定）に基づく薬物濫用防止

啓発の各種運動、薬物乱用防止指導員による啓発活動、薬物１１０番や監視、

指導及び取締りなど薬物乱用防止対策の取組と連携し、薬物依存症に関する

理解の促進を図るなど、覚せい剤、大麻、危険ドラッグ等の薬物の乱用防止

に努めます。 

 

  （イ）進行予防（２次予防） 

    ○ 相談支援等 

     ・支援拠点機関及び相談拠点機関において、薬物依存症の方やその家族等から

の相談に対応し、各種依存症の特性等に応じた必要な治療や支援につなげて

いきます。 

     ・薬物依存症の方が、その希望に応じて民間回復支援施設において回復プログ

ラムの提供を受けられるよう、支援拠点機関及び相談拠点機関において連絡

調整等の支援を行います。 

 

  （ウ）再発予防（３次予防） 

    ○ 支援拠点機関、関係機関・団体との連携による社会復帰支援・再乱用防止 

     ・薬物依存症の方の生活再建、社会復帰に向けて、支援拠点機関及び相談拠点

機関において助言・提案、連絡調整等を行うとともに、家族や医療・保健・

福祉関係者、民間団体、司法機関等の関係機関・団体と連携して支援を行い

ます。 

     ・薬物依存症の方の薬物からの離脱、治療と回復を生涯にわたり維持していくた

め、自助グループや民間回復支援施設の情報を提供し、その活用につなげてい

きます。 

     ・保護観察所においては、薬物依存症の刑務所出所者等の社会復帰に向けた指

導や支援を行っています。当該取組を前提に、刑務所出所者等が円滑に社会

復帰できるよう、必要に応じて支援拠点機関及び相談拠点機関において関係

機関・団体との連絡調整等の協力を行います。また、鳥取県再犯防止推進

計画（平成３０年４月策定）の取組と連携し、再乱用（再犯）の防止に努め

ます。 

 

ウ ギャンブル等依存症 
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  （ア）発生予防（１次予防） 

    ○ 教育の振興等 

     ・高校、大学等において公営競技やぱちんこ等の射幸行為（ギャンブル等）に

のめり込むことにより日常生活や社会生活に与える影響等について、必要に

応じて相談支援コーディネーター、普及啓発相談員、民間団体等の協力を得

ながら保健教育等を通じて理解の促進を図ります。特に、公営競技において

は、競技場に足を運ばなくてもインターネット等で投票することが可能とな

っているため、電子メディアとの付き合い方やインターネット、ゲーム等の

過度の利用がギャンブル等依存症につながる危険性があることを併せて啓発

します。 

     ・高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説保健体育編において、ギャン

ブル等依存症が日常生活に悪影響を及ぼすことに触れるよう記載されている

ため、保健体育科担当教諭等を対象とした各種研修会等で周知します。 

     ・未成年者によるギャンブル等を防止するため、ＰＴＡ等を通じて未成年者の

ギャンブル等にのめり込むことにより日常生活や社会生活に与える影響等に

ついて保護者等への啓発を図ります。 

    ○ 職域保健、消費者教育との連携 

     ・産業保健総合支援センター、健康保険関係団体等と連携し、企業・団体の職

員に対してリーフレットを配布するなど啓発を図ります。 

     ・民法改正（令和４年４月１日施行予定）に伴い、成年年齢が２０歳から１８

歳に引き下げられ、単独で契約を締結することが可能となるため、高校、大

学等と連携して消費者教育を行います。 

    ○ 不適切な誘引の防止等 

     ・遊技業関係事業者等と連携し、店舗やホームページ等において、ギャンブル

等と正しく付き合うことを呼びかけるポスター掲示等を実施します。 

     ・鳥取県遊技業協同組合等と連携し、遊技業関係事業者等による広告や宣伝が

射幸心をあおるものとならないよう、風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律や各業界団体による指針等の遵守を求めるとともに、本人や家

族の申告及び未成年者による入場制限等について周知を図ります。 

     ・違法な賭博店等やギャンブル等に関する情報収集に努め、発見した場合には

厳正に取締りを行います。 

     ・ギャンブル等を行う少年を発見したときは、当該少年に対してギャンブル等

の中止を促し、補導や健全育成上必要な助言を行うとともに、保護者等に指

導を促します。 

 

  （イ）進行予防（２次予防） 

    ○ 相談支援 

     ・支援拠点機関、相談拠点機関及び消費生活センターにおいて、ギャンブル等

依存症の方やその家族等からの相談に対応し、各種依存症の特性等に応じた

必要な治療や支援につなげていきます。 

     ・支援拠点機関及び精神保健福祉センターにおいて、ギャンブル等依存症の方に

対し、ギャンブル等依存症に関する回復支援プログラム「ＳＡＴ－Ｇプログラ

ム」を提供します。 
※SAT-Gとは、島根ギャンブル障がい回復トレーニングプログラムのことで、ギャンブル等にたよらな
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い生活を取り戻すことを目指したプログラム。主に「自身のギャンブル等の問題の整理」「ギャンブル
等依存症の理解」「ギャンブル等の再開防止に向けた具体的対処と今後への備え」についてワークブッ
クを用いて学ぶ。全5回のプログラムを月に1回実施し、学んだことを日常生活の中で実践に移して
いく。 

     ・保健所等の相談機関においてＳＡＴ－Ｇプログラムを踏まえた相談支援を行

うことができるよう、職員等を対象とした研修・教育を行います。 

    ○ 多重債務問題相談機関との連携 

     ・ギャンブル等依存症の方の多くが抱える多重債務の問題に対して、支援拠点

機関及び相談拠点機関において消費生活センター、鳥取県弁護士会、日本司

法支援センター（愛称：法テラス）、生活困窮者への対応を行う自立相談支援

機関、市町村の生活保護担当課等の関係機関と連絡調整等を行い、必要な支援

につなげていきます。 

 

  （ウ）再発予防（３次予防） 

    ○ 支援拠点機関、関係機関・団体との連携による社会復帰支援 

     ・ギャンブル等依存症の方の生活再建、社会復帰に向けて、支援拠点機関及び

相談拠点機関において助言・提案、連絡調整等を行うとともに、家族や医療・

保健・福祉関係者、民間団体等の関係機関・団体と連携して支援を行います。 

     ・ギャンブル等依存症の方の回復を生涯にわたり維持していくため、自助グル

ープや民間回復支援施設の情報を提供し、その活用につなげていきます。 

 

（３）クロスアディクションへの対応 

  ○ 特定の依存症に係る相談支援等の機会を活用した予防教育 

   ・アルコール依存症、薬物依存症又はギャンブル等依存症からの回復の過程等にお

いてクロスアディクションとなることを防止するため、支援拠点機関等の相談機

関における相談支援等の機会を捉え、スマートフォンやゲームへの依存、買い物

依存、人間関係の依存等も含めたクロスアディクションに対する理解の促進を図

ります。 

  ○ 専門医療機関、自助グループ、民間回復支援施設等と連携した早期発見・早期介入 

   ・支援拠点機関及び相談拠点機関において、専門医療機関、自助グループ、民間回

復支援施設等と連携し、クロスアディクションが疑われる方の早期発見に努めま

す。また、クロスアディクションが疑われる方を発見した場合は、適切な助言と

介入を行うとともに、適切な治療や支援につなげていきます。 

  ○ 相談支援 

   ・支援拠点機関及び相談拠点機関において、クロスアディクションの方やその家族等

からの相談に対応し、それぞれの依存症の特性等に応じた必要な治療や関係機関・

団体等の支援につなげていきます。 
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用語解説 

 

（１）精神保健福祉センター 

精神保健福祉センターは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づいて、

都道府県における精神保健の向上及び精神障がい者の福祉の増進を図るために設置された

精神保健福祉に関する技術的中枢機関であり、精神保健福祉に関する知識の普及、調査

研究、相談指導を行うとともに、保健所及び市町村等の関係機関に対して技術指導・技術

援助を行っています。 

 

（２）保健所 

保健所は、地域保健法に基づき都道府県、指定都市、中核市などに設置された地域住民

の健康を支える中核となる施設で、県内には３か所設置されています。保健所においては、

疾病の予防、衛生の向上などのほか、精神保健福祉相談、訪問指導、入院等関係事務、

市町村への協力及び連携など、地域住民の精神的健康の保持増進を図るため様々な業務を

行っています。 

 

（３）消費生活センター 

消費生活センターは、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するた

め、消費者安全法に基づき設置された機関で、本県では県及び市町村に設置されており、

各消費生活相談窓口では、消費者トラブルや多重債務の解決に向けた助言、あっせん、情

報提供等を行っています。 

また、消費者被害防止のための啓発・広報活動の実施や、自立した消費者育成のための

消費者教育を推進するとともに、悪質事業者に対しては特定商取引に関する法律及び県条

例に基づく指導等を実施しています。 

 

（４）専門医療機関 

アルコール健康障害・各種依存症に対する適切な医療が提供できる医療機関であり、

厚生労働省が定める基準に基づき、知事が選定します。専門医療機関では、地域の相談

機関や自助グループ等と連携して治療に取り組みます。 

 

（５）依存症支援拠点機関 

厚生労働省が定める基準に基づき、専門医療機関の中から知事が選定します。鳥取県で

は、独自に相談拠点機関を兼ねた治療拠点機関として支援拠点機関を選定しています。

支援拠点機関は、アルコール健康障害・各種依存症の方やその家族等への相談対応のほか、

県内の専門医療機関の連携拠点として、専門医療機関の活動実績のとりまとめ、依存症に

関する取組の情報発信、医療機関、治療支援関係者等を対象とした研修などを行います。 

 

（６）日本司法支援センター（愛称：法テラス） 

日本司法支援センターは、「全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービ

スを受けられる社会の実現」という理念の下に、国民向けの法的支援を行う中心的な機

関として総合法律支援法に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人で、

解決に役立つ法制度や適切な相談機関・団体などに関する情報の提供、経済的に余裕

のない方への無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替え等を行っています。 
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（７）自助グループ 

同じ問題を抱える人やその人を大切に思う家族らが自主的に集まり、似たような立場や

経験を持つ多くの仲間と出会い、交流しつつ、助け合える場所です。（相互支援グループと

もいう）。一人で自分の問題から脱却することは難しいですが、グループのメンバーと支

え合いながら、体験を共有し、自分の課題を見つめ直すことで自分を変化させていくこ

とができます。アルコール依存症の当事者では、断酒会、ＡＡ（アルコホーリクス・アノ

ニマス）、薬物依存症の当事者ではＮＡ（ナルコティクス・アノニマス）、ギャンブル等依

存症の当事者ではＧＡ（ギャンブラーズ・アノニマス）などが県内で活動しています。そ

の他の依存症当事者や家族による家族のための自助グループもあります。 

なお、平成２５年３月には、自助グループ等が集まり、「鳥取アディクション連絡会」を

結成しています。依存症の現状と病気からの回復について広く県民の理解促進を図るため、

毎年アディクションフォーラム、アディクションを語る集いを開催するなど、啓発・交流・

研修事業を実施しています。 

 

（８）回復支援施設 

依存症からの回復の手助けをする多様な回復支援プログラムを有したリハビリ施設

（アルコール依存症者へのＭＡＣ、薬物等依存症者へのＤＡＲＣなど）です。同じ病気を

抱えた仲間とともに規則正しい生活をし、健康的な生活習慣を身に着けて社会復帰を目指

します。回復支援施設の中には、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律」に基づく共同生活援助（グループホーム）や自立訓練（生活訓練）等の障害福祉

サービスを提供する施設もあります。県内には、岩美町に鳥取ダルクが設置され、県内外

の医療機関や刑務所に出向き薬物依存症の方へメッセージを届けるなど、回復に向けた連

携体制づくりを進めています。 

 

（９）保護司 

保護司は、保護司法に基づき、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員で、保護

観察を受けている方への面接による指導や助言、犯罪予防活動など、犯罪や非行をした人

の立ち直りを地域で支える活動を行っています。 

 

（10）民生委員・児童委員 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、社会福祉の増進の

ために、地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っています。ま

た、児童福祉法に基づき児童委員も兼ねており、妊娠中の心配ごとや子育ての不安に関

する様々な相談や支援を行っています。 
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ＡＵＤＩＴ（アルコール使用障害スクリーニング） 

 

１ あなたはアルコール含有飲料（お酒）をどのくらい

の頻度で飲みますか？ 

飲まない 

月 1回以下 

月 2～4回 

週 2～3回 

週 4回以上 

０ 

１ 

２ 

３ 

４ 

２ 飲酒するときには 1日に何ドリンクくらい飲みます

か？ 

◎「ドリンク」は純アルコールで10グラムです。 

◎1ドリンクは、ビール250ml、日本酒0.5合です。 

0～2 ドリンク 

3～4 ドリンク 

5～6 ドリンク 

7～9 ドリンク 

10 ドリンク以上 

０ 

１ 

２ 

３ 

４ 

３ 一度に 6ドリンク以上飲酒することが、どのくらい

の頻度でありますか？ 

ない 

月 1回未満 

月 1回 

週 1回 

毎日あるいはほとんど毎日 

０ 

１ 

２ 

３ 

４ 

４ 過去 1年間に、飲み始めたら飲むのをやめられなく

なったことが、どのくらいの頻度でありましたか？ 

ない 

月 1回未満 

月 1回 

週 1回 

毎日あるいはほとんど毎日 

０ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 過去 1年間に、普通だと行えることを飲酒していた

ためにできなかったことが、どのくらいの頻度であ

りましたか？ 

ない 

月 1回未満 

月 1回 

週 1回 

毎日あるいはほとんど毎日 

０ 

１ 

２ 

３ 

４ 

６ 過去 1年間に、飲みすぎた翌朝、体調を整えるため

に迎え酒をしなければならなかったことが、どのく

らいの頻度でありましたか？ 

ない 

月 1回未満 

月 1回 

週 1回 

毎日あるいはほとんど毎日 

０ 

１ 

２ 

３ 

４ 

７ 過去 1年間に、飲酒後に罪悪感や自責の念にかられ

たことが、どのくらいの頻度でありましたか？ 

ない 

月 1回未満 

月 1回 

週 1回 

毎日あるいはほとんど毎日 

０ 

１ 

２ 

３ 

４ 

８ 過去 1年間に、飲酒のために前夜の出来事を思い出

せなかったことが、どのくらいの頻度でありました

か？ 

ない 

月 1回未満 

月 1回 

週 1回 

毎日あるいはほとんど毎日 

０ 

１ 

２ 

３ 

４ 

９ あなたの飲酒のために、あなた自身や他の人がケガ

をしたことがありますか？ 

ない 

あるが、過去 1年にはない 

過去 1年にある 

０ 

２ 

４ 

10 肉親や親戚、友人、医師、あるいは他の健康管理に

たずさわる人が、あなたの飲酒について心配したり、

飲酒を減らすように勧めたことがありますか？ 

ない 

あるが、過去 1年にはない 

過去 1年にある 

０ 

２ 

４ 

  合計点  
※「標準的な健診・保健指導プログラム（平成30年度版）」（厚生労働省）によると、8～14点を酒害教育と節酒指導の対象
とし、15点以上を断酒指導と専門医療の対象とすることが一般的とされる。 

資料１ 
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鳥取県精神保健福祉医療協議会運営要綱 
 
（目的） 
第１条 この要綱は、鳥取県精神保健福祉医療協議会（以下「協議会」という。）に関し、必要な事項

を定めるものである。 
 
（掌握事務） 
第２条 協議会は、鳥取県附属機関条例（平成 25 年鳥取県条例第 53 号）別表第１で定められた事項を

調査審議するものとし、その具体的な内容は第３条の表の中欄に示す事項とする。 
 
（組織） 
第３条 協議会は、専門事項を調査審議するために次の専門部会（以下、「各部会」という。）を置く。

なお、各部会の委員数及び構成員等は別途、各部会の運営要綱等（以下「各部会運営要綱」という。）

で定める。各部会にはそれぞれ事務局（以下、「各事務局」という。）を設け、各事務局は各部会運営

要綱の整備及び運用を行う。 
専門部会名 調査審議する事項 事務局 

鳥取県精神医療審査会 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和 25 年法律第 123 号）第 12 条に規定

する事項 

障がい福祉課、精

神保健福祉セン

ター 
鳥取県自立支援医療費（精神通

院医療）支給認定・精神障害者

保健福祉手帳交付判定会 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成 17 年法律第 123
号）に基づく精神通院医療に係る自立支援

医療費の支給の認定に関する事項及び精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律に基

づく精神障害者保健福祉手帳の交付に関す

る事項 

精神保健福祉セ

ンター 

鳥取県アルコール健康障害・

依存症対策会議 
薬物等依存症の患者に対する支援に有用な

地域資源の状況及び各種施策に関する事項

及びアルコール健康障がい対策に関する事

項（アルコール健康障害（依存症）、薬物依

存症、ギャンブル等依存症等の対策に関す

る事項） 

障がい福祉課 

２ 各部会の委員の任期及び人数は、各部会運営要綱で定める。ただし、任期途中に委員の変更が生じ

た場合は、後任者の任期はその残余期間とする。 
 
（会長及び副会長） 
第４条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ１名置き、各部会の代表者の互選により定める。 
２ 会長は、協議会を総括し、代表する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 
（会議） 
第５条 協議会の会議の構成員は、各部会の代表（以下、「委員」という。）とする。 
２ 協議会の会議は、会長（会長が定まる前にあっては、協議会の庶務を行なう所属の長）が召集し、

会長又は会長が指名する者が議長となる。 

資料２ 
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３ 各部会の会議は、各部会の長が召集し、各部会の長又は各部会の長が指名する者が議長となる。 
４ 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開催することができない。 
５ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 
６ 協議会及び各部会は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。 
 
（各部会の決議等） 
第６条 協議会は、各部会の決議をもって、協議会の決議とすることができる。 
 
（庶務） 
第７条 協議会の庶務は障がい福祉課、各部会の庶務は第３条の表の右欄に示す部局が行う。 
 
（雑則） 
第８条 この要綱に定めることのほか、協議会の運営に必要な事項は福祉保健部長が定める。 
 

附 則 
（施行期日） 
 １ この要綱は、平成２６年５月３０日から施行する。 
（経過措置） 
 ２ 鳥取県附属機関条例の一部を改正する条例（平成２６年鳥取県条例第１２号。以下「改正条例」

という。）附則第２項の規定により鳥取県精神保健福祉医療協議会の委員に任命されたものとみな

された者の任期（平成２６年４月１日を含む任期に限る。）は、第３条第２項の規定にかかわらず、

改正条例の施行の際現に当該者が在職していた改正条例附則第２項に規定する附属機関における

当該者の任期の残任期間とする。 
 

附 則 
（施行期日） 
この要綱は、平成２７年６月５日から施行する。 

 
附 則 

（施行期日） 
この要綱は、令和２年７月６日から施行する。 
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鳥取県精神保健福祉医療協議会（鳥取県アルコール健康障害・依存症対策会議）運営要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県精神保健福祉医療協議会の部会である鳥取県アルコール健康障害・依

存症対策会議（以下、「会議」という。）に関し、必要な事項を定めるものである。 

（組織） 

第２条 会議は、委員２４名以内で組織する。 

（審議する事項） 

第３条 会議は、鳥取県附属機関条例（平成２５年鳥取県条例第５３号）第２条第１項の規定によ

り設置し、アルコール健康障害（依存症）、薬物依存症、ギャンブル等依存症等の対策に関する

事項を審議するものとする。 

（委員） 

第４条 委員は、その審議する事項に関し、公募に応じた者、知識又は経験を有するもののうちか

ら、鳥取県知事が任命する。 

２ 委員の任期は任命の日から３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。また、委員が鳥取県精神保健福祉医療協議会の他の部会の委員に任命されている場合は、先

に任命されている部会の任期とする。 

（委員長） 

第５条 会議に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総括し、会議を代表する。 

３ 委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。 

（会議の招集及び議長） 

第６条 会議は、委員長（委員長が定まる前にあっては障がい福祉課長）が招集し、委員長がその

議長となる。 

（秘密の保持） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。なお、委員を辞した後も同様

とする。 

（庶務） 

第８条 会議の庶務は、鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課において行う。 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めることのほか、会議の運営に必要な事項は障がい福祉課長が別に定める。 

 

 附 則 

この要綱は、令和２年１０月２日から施行する。 

資料３ 
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鳥取県精神保健福祉医療協議会（鳥取県アルコール健康障害・依存症対策会議）委員名簿 

 

（順不同、敬称略） 

区 分 所 属 氏 名 備考 

学識経験者 
鳥取大学医学部医学科社会医学講座環境予防医学分野 尾﨑 米厚  

社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院 山下 陽三 委員長 

医師 
公益社団法人鳥取県医師会 尾﨑 舞  

鳥取県病院協会 森 拓  

薬剤師 
一般社団法人鳥取県薬剤師会 中尾 佐代子  

介護・民生 

団体 
鳥取県老人福祉施設協議会 衣川 郁子  

鳥取県民生児童委員協議会 中曽 登志子  

当事者 
特定非営利活動法人鳥取県断酒会 杉原 雄嗣  

特定非営利活動法人鳥取県断酒会 安部 裕之  

特定非営利活動法人鳥取県断酒会 森原 牧子  

特定非営利活動法人リカバリーポイント 千坂 雅浩  

ＧＡ鳥取グループ ロック  

関係事業者 
鳥取県酒造組合 東田 雅彦  

鳥取県小売酒販組合連合会 荻野 正博  

鳥取県遊技業協同組合 岸田 親久  

関係団体 
日本司法支援センター鳥取地方事務所 松本 美惠子  

医療・福祉

関係者 
鳥取県精神保健福祉士会 影井 千春  

社会医療法人仁厚会医療福祉センター倉吉病院 光浪 真二  

鳥取県産業看護研究会 矢引 裕子  

行政機関 
鳥取保護観察所 石光 清子  

鳥取刑務所 中嶋 義朗  

米子市福祉保健部障がい者支援課 川上 美都江  

 

資料４ 


